
  岡山市北区旭本町6-20

 TEL　070-3777-9015

  FAX　086-233-2212

  担当　西江　難波

在宅生活が困難になっ

た場合、施設で穏やかに

自分らしい生活を安心し

て送って頂けるようお手

伝いさせていただきます。

要介護３～５までの認

定を受けられている方。

要介護１～２の認定を

受けている方でやむを得
ない事由による特例入所

が必要な方。

≪ご入所定員50名≫

経管栄養などの医療的ケ

アにも対応
状態に合わせた入浴設備手作りの温かいお食事で

家庭の味を
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146,954

151,809

156,593

161,302

168,584

176,180

183,463

190,639

多床室

137,035

141,890

33,268

35,695

38,227

40,655

43,047

48,868

51,295

53,827

56,255

58,647

要介護2

1割 19,770

  令和8年6月1日 現在

（単位：円）

要介護度
基本料金
（単位）

＋

加算されるもの
※2割・３割負担の方は下記加算が2倍・３倍となります。

＋

安全対策体制加算(入所時) 20

日常生活継続支援加算(日額) 36

第1段階
9,000

12
（＠300）

要介護1

1割 17,670(@ 589 )

2割 35,340(@ 1,178

３割 53,010(@ 1,767 )

)

(@ 659 )

2割 39,540(@ 1,318

３割 59,310(@ 1,977 )

)

要介護3

1割 21,960(@ 732 )

2割 48,120(@ 1,604 )

)

３割 65,880(@ 2,196 )

2割 43,920(@ 1,464

３割 72,180(@ 2,406 )

要介護4

1割 24,060(@ 802 ) 生産性向上推進体制加算Ⅱ（月額） 10

要介護5

1割 26,130(@ 871 )

2割 52,260(@ 1,742

３割 78,390(@ 2,613 )

)

口腔衛生管理加算(Ⅱ)(月額) 110 生活保護受給者

再入所時栄養連携加算（1回） 200 市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

老齢福祉年金受給者

退所時情報提供加算（月額）

個別に加算されるもの
※2割･3割負担の方は上記加算が2倍･3倍となります。
日常生活費等、自己負担がかかる場合があります。

経口維持加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(月額) 400／100 対象者

325

認知症チームケア加算（Ⅱ） 120

合計所得金額＋年金の収入額が
120万円超の方

看取り介護加算（Ⅰ）（日額） 72～1280
第3段階②

250

退所時栄養情報連携加算（1回） 70

配置医師緊急時対応加算（1回）

１割負担 １割負担 １割負担 １割負担 2割負担 3割負担

【月額料金早見表】　特段の事情がない限りは、要介護3以上の方のみ入所できるようになっています。（30日計算）

要介護度

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階

多床室

第4段階(非該当) 上記以外の方

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下

要介護1

多床室 多床室 多床室 多床室

要介護3

要介護2

要介護5

要介護4 120,155

122,547
87,747

112,768

115,195

117,727

56,668

77,968

59,095

80,395

61,627

82,927

64,055

85,355

66,447

合計所得金額＋年金の収入額が
80万円以下の方

負担段階

第1段階

第2段階

第3段階①

※令和3年8月1日から、認定の要件が次のように変わります。
（岡山市にて判断されます）

介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
Ⅰ
ロ

17.6%

預貯金等の資産の状況

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円以下

単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円以下

合計所得金額＋年金の収入額が
80万円超120万円以下の方

（＠1,850）
第4段階

55,500

3

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(月額) 10

協力医療機関連携加算(Ⅰ)(月額) 50

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)(月額) 50

栄養マネジメント強化加算(日額)

33,000

（＠1,100）

居住費

0

11

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(月額)

夜勤職員配置加算(Ⅲ)(日額) 28

個別機能訓練加算(Ⅰ)(日額)

看護体制加算(Ⅰ)/(Ⅱ)(日額) 6/13

食費・居住費（円）

負担区分 食費

第2段階
11,700

12,900

（＠390）

第3段階① 19,500

（＠650） （＠430）

第3段階② 40,800

（＠1,360）


